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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腰部に巻くベルトであって、帯状体と折り畳み式携帯電話機を吊るし掛けて保持する保
持部材とからなるベルトを構成する環の折り畳み式携帯電話機の幅より大きい長さの部分
が、折り畳み式携帯電話機を着脱自在に吊るし掛けて保持する保持部材で構成されており
、該保持部材は、携帯電話機の折り畳んだ筐体間に挿入可能な細長い薄板状で、両端に連
結孔を有し、帯状体の保持部材と連結する端部には雌部と雄部が嵌合するスナップボタン
が取り付けられており、このスナップボタンを保持部材の連結孔を通して嵌合し、帯状体
と保持部材はスナップボタンを回動軸として回動可能に連結されており、取り外せ、付け
替えができることを特徴とするベルト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、折り畳み式携帯電話機を着脱自在に保持するベルトに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機は技術革新により通話だけでなく電子メールやインターネット、カメ
ラ、さらには決済手段としての機能までを持つようになり、若者から熟年者まで幅広い年
齢層において一人一台の現代生活の必需品になりつつある。現在、携帯電話機はこれらの
情報を表示する大きな画面の必要性から、表示部筐体と操作部筐体とが回動軸を介して連
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結された折り畳み式のものが主流で、始終身に付けてすぐに使用できることが必要とされ
ているので、上着またはズボンのポケットに入れて携帯している人がほとんどである。ま
た、携帯電話機を収納するケースをベルトに取り付けるもの等、衣類に取り付けて携帯電
話機を保持する携帯電話機保持具が以前より使用されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら携帯電話機を衣類のポケットに入れた場合、携帯電話機の重さで衣服が引
っ張られ重量感を感じ、厚さでポケットが膨らみ嵩張りを感じ不快である。喧騒の中では
着信音を感知し辛いこともある。ケース状の携帯電話機保持具は収納できる携帯電話機の
大きさが限定され、出し入れに時間がかかり、着信時にすぐに取り出せないという問題が
ある。また、体の動きによっては異物感や嵩張りを感じる。従来の衣類に取り付ける携帯
電話機保持具は衣類からの突起物となり、腕や上着に引っ掛かり邪魔で、また、衣類との
一体感がなく見栄えが悪く、衣服に別物を取り付けたような異物感が拭えなかった。また
、ベルトや衣類のウエスト上端部に取り付けられるため、ベルトをしない場合やワンピー
ス等の衣類には取り付けられなかった。また、携帯電話機保持具を取り付けた部分に携帯
電話機の荷重がかかり重量感を感じ、薄地の衣類では携帯電話機の荷重で型崩れしたり、
取付痕が残ることがあった。このため特に女性においてはファッション上の理由からもほ
とんど使用されていないのが現状で、どのような衣類を着用していても手軽に気軽に使え
、衣服と違和感なく同化し、ファッションの一部となるような携帯電話機の保持方法が必
要とされている。
【０００４】
　そこで本発明は上述の問題点を鑑み、創出されたもので、衣類に制限されずどのような
衣類を着用していても使用でき、身体にフィットして嵩張らず異物感なく使用でき、装着
時に突起物とならず邪魔にならず、衣類との一体感があり見栄えがよく、女性でも抵抗な
く使用でき、折り畳み式携帯電話機の様々な機種を保持できて、携帯電話機保持時の重量
感を軽減でき、素早く容易に折り畳み式携帯電話機を着脱できるベルトを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本発明は、以下の（１）に記載のベルトを要旨とする。
（１）腰部に巻くベルトであって、帯状体と折り畳み式携帯電話機を吊るし掛けて保持す
る保持部材とからなるベルトを構成する環の折り畳み式携帯電話機の幅より大きい長さの
部分が、折り畳み式携帯電話機を着脱自在に吊るし掛けて保持する保持部材で構成されて
おり、該保持部材は、携帯電話機の折り畳んだ筐体間に挿入可能な細長い薄板状で、両端
に連結孔を有し、帯状体の保持部材と連結する端部には雌部と雄部が嵌合するスナップボ
タンが取り付けられており、このスナップボタンを保持部材の連結孔を通して嵌合し、帯
状体と保持部材はスナップボタンを回動軸として回動可能に連結されており、取り外せ、
付け替えができることを特徴とするベルト。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明はベルトであるため、装着時に異物感なく身体にフィットして装着感に優れる。
また、腰周りに突起物とならないため嵩張らず衣類との一体感があり、ファッション性に
優れ、女性でも抵抗なく使用できる。腰部に巻くため衣類に制限されることなく、どのよ
うな衣類を着用していても使用できる。また、折り畳み式携帯電話機で保持部材を挟んで
閉じるのみで携帯電話機を極めて容易に保持でき、保持された携帯電話機は上方へ引き抜
くことにより瞬時に使用できる。しかも、折り畳み式携帯電話機の筐体間を利用して吊る
し止めるので、折り畳み式携帯電話機の様々な形状、厚みに関係なく保持できる。また、
腰部に巻いて装着するため、携帯電話機保持時の重量感を軽減できる。携帯電話機は露出
した状態で保持されるので嵩張らず、軽快感があり、携帯電話機の背面の表示部も見え、
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着信音も聞こえやすい。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本発明の詳細を図面を参照しながら説明する。本発明のベルトが保持対象とする
折り畳み式携帯電話機は図面にあるような表示部筐体Ｋ１と操作部筐体Ｋ２とが回動軸Ｋ
３を介して連結された折り畳み式の携帯電話機Ｋである。
【０００８】
［実施形態１］
　図１は本発明の第１の実施形態に係るベルトの斜視図であり、図２は同ベルトの分解斜
視図で、図３は同ベルトの使用状態を示す説明図である。図１、図２、図３に示すように
本発明の第１の実施形態に係るベルト１０は、腰部に巻いて使用するもので、ベルトを構
成する環の折り畳み式携帯電話機の幅より大きい長さの部分が、折り畳み式携帯電話機を
吊るし掛けて保持する保持部材１２で構成されている。
【０００９】
　ベルト１０は、皮革等の二つの帯状体１１ａ、１１ｂと、折り畳み式携帯電話機を吊る
し掛けて保持する保持部材１２とからなり、帯状体１１ａと帯状体１１ｂのそれぞれの一
端が保持部材１２の両端に連結されて一本のベルト体を形成し、このベルト体の一方の端
部には他方の端部と連結できるようなバックル１３が取り付けられ、このバックル１３で
連結して腰部に巻いて装着できるような環を形成する。
【００１０】
　保持部材１２と帯状体１１ａ、１１ｂとは回動軸で回動可能に連結されている。保持部
材１２は、長手方向の中央部が括れた細長い繭形の薄平板で、両端に連結孔１４を有する
。帯状体１１ａ、１１ｂの保持部材１２と連結する端部には雌部と雄部が嵌合するスナッ
プボタン１５が取り付けられており、このスナップボタン１５を保持部材１２の連結孔１
４を通して嵌合し、帯状体１１ａ、１１ｂと保持部材１２はスナップボタン１５を回動軸
として回動可能に連結されている。
【００１１】
　保持部材１２は、帯状体１１ａ、１１ｂと連結時に帯状体１１ａ、１１ｂ間が携帯電話
機Ｋの幅より大きい長さとなり、携帯電話機Ｋの吊るし掛けが可能な長さを有する。保持
部材１２を長くして複数の携帯電話機を保持できるようにしてもよい。
【００１２】
　保持部材１２は、折り畳み式携帯電話機の折り畳んだ筐体間を利用して吊るし止めるも
のであり、折り畳み式携帯電話機Ｋの折り畳まれた表示部筐体Ｋ１と操作部筐体Ｋ２の間
に挿入および抜き取りが可能な薄さである。例えば１ｍｍ以下、好ましくは０．１～０．
５ｍｍの厚さのものが例示される。折り畳み式携帯電話機は、折り畳んだ状態で操作キー
の表面と表示部との干渉を防ぐため、筐体間に上記程の隙間が設けられているのが一般的
である。
【００１３】
　保持部材１２の素材としては、合成樹脂、布、繊維、皮革、紙、金属、ゴム、シリコン
等の単一または複合した素材が使用できるが、携帯電話機を保持するための強度を有する
ものであり、かつ、携帯電話機の表示部を傷つけないこと、装着時のフィット感や製造に
要するコストを考慮すると、ナイロン（ポリアミド）繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエ
ステル繊維等の化学繊維や、テレフォンカードやプリペイドカードのようなポリエチレン
テレフタレート（ＰＥＴ）、塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、セルロイド等
の可撓性を有する合成樹脂が好ましいものとして例示される。金属等の硬質素材の場合は
、携帯電話機の表面を傷つけないように表面をゴム、布、軟質合成樹脂等で被覆したり、
起毛処理等を施したりしてもよい。また、保持部材１２は装着時、フィット感の出せる曲
がる性質を有するものが好ましい。
【００１４】
　保持部材１２は中央部が括れた形状で上辺は略円弧形に凹んだ形状で、このように形成
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すると携帯電話機Ｋを保持時に重心が下がり安定して落ちにくく、さらに携帯電話機Ｋを
回動軸Ｋ３の両端で保持するため、回動軸付近の筐体に突起のある機種でも、保持部材１
２が突起に引っ掛かることなく吊るし掛けることができ好ましい。なお、本実施形態では
下辺も上辺と対称形とし、どちらを上下にしても使用できるようにしている。
【００１５】
　本実施形態の保持部材１２の形状は中央部が括れた繭形であるが、携帯電話機Ｋを吊る
し掛けて保持できる形状であればよく、長方形や楕円形等の幾何学形の他、動物や植物、
またはアート、文字、イラスト、キャラクター等の形あるいは柄としてもよい。帯状であ
ってもよい。色柄も特に制限されず、様々なバリエーションの展開が可能である。
【００１６】
　保持部材１２は薄平板であるため、表面に印刷がしやすく、シート状の素材を型抜きす
る等して製造することで様々な形に容易に成形できるので、製造に要する工程及びコスト
を極めて低減でき、上記の多様なバリエーションの展開が容易で、意匠性の高い色柄、形
状の保持部材を安価に提供できる。また、社名、名前等を入れる印刷面を広く取れ、薄い
ため封筒に入れ郵送できるので贈答品、記念品、ＰＲ用品等にも展開できる。表面に家庭
用プリンタで印刷可能となる処理を施し、使用者が好みの写真やグラフィックをプリント
できるようにしてもよい。
【００１７】
　本実施形態の保持部材１２はスナップボタン１５により帯状体１１ａ、１１ｂに連結さ
れているので取り外して交換でき、服装に合わせて上記の様々なものに付け替えが可能で
ある。また、スナップボタン１５も装飾を施したものやキャラクター等の様々なものに付
け替えしてもよい。
【００１８】
　保持部材１２は帯状体１１ａ、１１ｂに縫合、接着等で固着されていてもよいが、携帯
電話機Ｋの着脱を繰り返すと保持部材１２が伸びたり切れたりする可能性があるので交換
可能であることが好ましい。また、保持部材１２の連結孔１４にも荷重がかかるので破損
防止のためハトメ、合成樹脂、皮革、金属等の補強部材で補強してもよい。また、保持部
材１２の両端は連結孔を有する別部材としてもよい。
【００１９】
　本実施形態では保持部材１２の連結孔１４を通してスナップボタン１５を嵌合し、帯状
体１１ａ、１１ｂと保持部材１２とを連結しているが、スナップボタンの一方は保持部材
１２に取り付けられていてもよい。また、本実施形態では帯状体１１ａ、１１ｂの端部の
外面側にスナップボタン１５を取り付け、保持部材１２を連結しているが、帯状体１１ａ
、１１ｂの端部の内面側にスナップボタン１５を取り付け、保持部材１２を連結してもよ
いし、帯状体１１ａ、１１ｂの端部を二重に形成し、二重にした端部の対向面にスナップ
ボタン１５を取り付けてもよい。
【００２０】
　本実施形態では帯状体１１ａ、１１ｂと保持部材１２との連結はスナップボタン１５に
よるものであるが、帯状体１１ａ、１１ｂと保持部材１２を連結できるものであればよく
、他の連結手段、例えば連結環、通常ボタン、面ファスナー、鎖、紐状材、帯状材、ナス
環、カラビナ、ねじ留め、リベット、回動軸等のいずれか一つ又は複数の連結手段で連結
されたものであってもよいが、保持部材１２と帯状体１１ａ、１１ｂとを連結環、鎖等で
自在に動くように連結したり、保持部材１２を紐状とすると、走ったり激しい動きをした
時、保持した携帯電話機Ｋの下部が跳ね上がって保持部材を軸に回転し逆さまになり落下
しやすいが、保持部材１２を本実施形態のように薄板状とし、帯状体１１ａ、１１ｂ、保
持部材１２の面に垂直な回動軸で連結すると、保持部材１２の面は帯状体１１ａ、１１ｂ
の面と平行に回動するのみで、捩れる方向には回転しないため、激しい運動をしても保持
された携帯電話機Ｋが回転せず逆さまになって落下するのを防止できる。
【００２１】
　ゴム、シリコン、皮革、合成樹脂等で帯状体１１ａ、１１ｂと保持部材１２とを一体的
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に形成してもよいが、保持部材１２と帯状体１１ａ、１１ｂとが本実施形態のような回動
軸や、自在に動くように連結されていると、ベルト１０を緩く斜めに巻いても保持部材１
２の上辺部が浮き上がったりせず、身体に沿ってフィットし、携帯電話機Ｋを保持しても
保持部材１２や帯状体１１ａ、１１ｂに捩れが発生せず、携帯電話機Ｋが斜めにならず直
立状態で保持できる。
【００２２】
　帯状体１１ａ、１１ｂは、腰部に巻ける形状、素材であればよく、紐状、鎖（チェーン
）等でもよい。素材も皮革の他、ナイロン（ポリアミド）繊維、ポリプロピレン繊維、ポ
リエステル繊維等の化学繊維、天然繊維、ゴム、シリコン、合成樹脂、金属等の単一また
は複合した素材でもよい。装飾を施したファッション性の高いものとしてもよい。
【００２３】
　バックル１３もベルト１０の両端を連結および開放でき、長さ調節ができるものであれ
ばよく、公知の様々なベルトのバックルの他、例えば面ファスナー、ホック、スナップボ
タン、通常ボタン、つめ、ファスナー等であってもよい。
【００２４】
　本実施形態ではバックル１３を正面にしてベルト１０を装着時、保持部材１２が身体の
右後部に位置するように構成したが、保持部材１２が前面側、左側等にくるように構成さ
れてもよい。
【００２５】
　以上のように構成されたベルト１０の使用方法を説明すると、図３に示すようにベルト
１０を腰部に巻いてバックル１３で連結し、腰部に環状に巻いて装着する。腰周りに緩く
斜めに巻くと携帯電話機Ｋの着脱がしやすく好ましい。ベルト通しのあるズボンやスカー
トでは１つまたは複数のベルト通しに通してもよい。腰部に巻くため衣類に制限されるこ
とがなく、ズボンやスカートはもちろん、オーバーオール、ワンピース等どのような衣類
を着用していても、また衣類を着用しなくても使用できる。
【００２６】
　ベルト１０はウエストのカーブに沿って曲がり、身体にフィットし、また、体を動かし
た時のウエストの動きに合わせても曲がるので装着感に極めて優れ、嵩張りや違和感が無
く装着できる。
【００２７】
　ベルト１０は薄く突起物もなく、衣類とほぼ一体となり、ベルト１０に腕や上着が引っ
掛かったりせず、邪魔にならず、見栄えがよく、服装に合わせて付け替えられ、ファッシ
ョン性にも優れる。
【００２８】
　次に携帯電話機の着脱方法を説明すると、図３に示すように携帯電話機Ｋの表示部筐体
Ｋ１と操作部筐体Ｋ２とで保持部材１２を挟んで折り畳む、あるいは折り畳んだ筐体間に
保持部材１２を挿入すると、携帯電話機Ｋは保持部材１２を挟んだ状態で下方へ滑り、保
持部材１２が携帯電話機Ｋの回動軸Ｋ３に掛かり、携帯電話機Ｋは保持部材１２に吊るし
止められる。携帯電話機Ｋを少し開いた状態にし、操作部筐体Ｋ２で保持部材１２を引っ
掛けて身体から離れる方向に動かして、保持部材１２を挟んで閉じると片手で素早く極め
て簡単に吊るし掛けて保持できる。
【００２９】
　携帯電話機Ｋを保持部材１２に掛けると携帯電話機Ｋの荷重でベルト１０は腰部に斜め
に掛かりベルト１０はずれ落ちることがなくより安定する。ベルト１０は腰部に巻かれて
いるので、携帯電話機Ｋの荷重は下方向の他、ベルト１０の腰部を締める力に分散され、
荷重が一部分に集中しないため、携帯電話機の重量感を感じることなく保持できる。さら
に、上述のベルト１０の腰部を締める力により携帯電話機Ｋは常に身体に引き付けられ、
ぶらぶら動くことがなく安定して保持できる。
【００３０】
　保持部材１２はスナップボタン１５を軸に回動可能であり、さらにベルト１０は緩めに
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巻かれているため、保持部材１２が固定されていないので、保持部材１２を自由に動かせ
るため携帯電話機Ｋの着脱が非常にしやすく、また、着座等の体位の変動や歩行等の運動
によって動く携帯電話機Ｋと一緒に保持部材１２が動き、携帯電話機Ｋの動きを規制しな
いので携帯電話機Ｋが落下しにくい。
【００３１】
　折り畳んだ携帯電話機の筐体間を利用して吊るし止めるので、折り畳み式携帯電話機で
あればどのような形状、厚さの機種でも保持できる。また、携帯電話機Ｋは露出した状態
で保持されるので携帯電話機Ｋの厚さ以上の突起物がなく、嵩張らず、軽快感があり、携
帯電話機Ｋの背面の表示部も見え、着信音も聞こえやすい。
【００３２】
　携帯電話機Ｋを使用する時は携帯電話機Ｋを閉じたまま上方へ引き抜くと、携帯電話機
Ｋを吊るし止めていた保持部材１２が表示部筐体Ｋ１と操作部筐体Ｋ２の間を滑り抜け、
携帯電話機Ｋは瞬時にベルト１０から取り外せて使用可能となる。
【００３３】
　携帯電話機Ｋは露出した状態で身体に沿って吊るし下げられているので身体と携帯電話
機Ｋの間に上方から指を入れ、身体から離すように動かすことで、携帯電話機Ｋを上方か
らつまみやすい。また、引き抜く方向も上方はもちろん、斜め方向にも引き抜け、引き抜
く方向も限定されない。
【００３４】
　図４は本実施形態のベルト１０の別の保持部材１２ｂを示す斜視図で、保持部材を折り
畳み式携帯電話機の折り畳まれた表示部筐体と操作部筐体の間に挿入および抜き取りが可
能な太さ、例えば１ｍｍ以下、好ましくは０．１～０．５ｍｍの細紐状の保持部材１２ｂ
とした。
【００３５】
　保持部材１２ｂは両端１４ｂが環状に形成され、スナップボタン１５の嵌合により帯状
体１１ａ、１１ｂに連結される。保持部材１２ｂの両端は連結孔を有する別部材としても
よい。この素材としては上記の太さで柔軟性を有するものであれはよく、合成樹脂、繊維
、皮革、金属、ゴム、シリコン等の単一または複合した素材が使用できる。携帯電話機を
保持するための強度を有するものであり、かつ、携帯電話機の表示部を傷つけないこと、
装着時のフィット感や製造に要するコストを考慮すると、ピアノ線等の細い金属線の表面
をゴム、合成樹脂等で被覆したものや、ナイロン、フロロカーボン、ポリエステル、ポリ
エチレン等の合成繊維よりなる釣糸（テグス）が好ましいものとして例示される。保持部
材１２ｂを複数の細紐とすると全てが切れる前に交換することができる。
【００３６】
　また、図４の実施形態では帯状体１１ａ、１１ｂの端部を二重に形成し、二重にした端
部の対向面にスナップボタン１５を取り付けた。このように形成するとスナップボタン１
５の留め外しがしやすく、保持部材の取り外し、付け替えが容易となり好ましい。
【００３７】
　図５は本実施形態のベルト１０の別の連結手段を示す斜視図で、保持部材１２と帯状体
１１ａ、１１ｂとの連結手段を開閉機構を有するフック１６としたもので、帯状体１１ａ
、１１ｂそれぞれの端部を連結環１７に通して折り返し、リベットで固着し、この連結環
１７を介してフック１６を取り付け、保持部材１２の連結孔１４と連結した。このように
構成すると帯状体１１ａ、１１ｂと保持部材１２の取り外しが極めて容易となる。なお、
連結孔１４は携帯電話機の荷重に耐えるようハトメで補強されている。
【００３８】
［実施形態２］
　図６は本発明の第２の実施形態に係るベルトの斜視図である。図６に示すように本発明
の第２の実施形態に係るベルト２０は、腰部に巻いて使用するもので、ベルトを構成する
環の折り畳み式携帯電話機の幅より大きい長さの部分が、折り畳み式携帯電話機を吊るし
掛けて保持する保持部材１２で構成されている。
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【００３９】
　ベルト２０は、皮革等よりなる帯状体２１と、折り畳み式携帯電話機を着脱自在に吊る
し掛けて保持する保持部材１２とからなり、帯状体２１の両端に保持部材１２の両端が連
結され、腰部に巻いて装着できるような環を形成する。
【００４０】
　帯状体２１と保持部材１２とは回動軸で回動可能に連結されている。保持部材１２は長
手方向の中央部が括れた細長い繭形の薄平板で、両端に連結孔１４を有する。帯状体２１
の両端部には雌部と雄部が嵌合するスナップボタン１５が取り付けられており、この帯状
体２１に取り付けられたスナップボタン１５を保持部材１２の連結孔１４を通して嵌合す
ることで、帯状体２１と保持部材１２がスナップボタン１５を回動軸として回動可能に連
結されている。
【００４１】
　本実施形態のベルト２０は実施形態１の２つの帯状体１１ａ、１１ｂを１つの帯状体２
１とした以外は実施形態１と同じ構成であるため、重複する説明は省略する。
【００４２】
　本実施形態のベルト２０は帯状体２１と保持部材１２の連結でベルト２０を連結、開放
するもので、通常のベルトにあるバックルをなくしたため、構成部品が少なく複雑な組み
立てを必要とせず、製造に要する工程及びコストを低減でき、ベルト２０を安価に提供で
きる。帯状体２１と保持部材１２の連結を図４に示すようなスナップボタン、図５に示す
ような開閉機構を有するフック、通常ボタン、ナス環、カラビナ等の連結手段とすると、
連結、開放がしやすく好ましい。
【００４３】
　ベルト２０は腰部に緩く斜めに掛けた方が携帯電話機Ｋの着脱がしやすく好ましいので
ウエストにぴったりフィットするサイズである必要はないため、Ｓ、Ｍ、Ｌまたは６８ｃ
ｍ、７６ｃｍ，８３ｃｍ等の数センチ刻みのサイズで製造し、使用者が自分にあったサイ
ズを選択する。
【００４４】
　帯状体２１にスナップボタン１５を複数設置したり、保持部材１２の長さを変えたもの
着け替えることでベルト２０の長さ調節ができるようにしてもよい。また、帯状体２１に
鞄のショルダーベルト等に一般に使用されている長さ調節手段を設け、長さを調整できる
ようにしてもよい。
【００４５】
　以上のように構成されたベルト２０の使用方法を説明すると、ベルト２０を腰周りに巻
いて帯状体２１端部のスナップボタン１５を保持部材１２の連結孔を通して嵌合し、腰部
に環状に巻いて装着する。腰周りに緩く斜めに巻くサイズとすると携帯電話機Ｋの着脱が
しやすく好ましい。ベルト通しのあるズボンやスカートでは１つまたは複数のベルト通し
に通してもよい。あらかじめ環状に連結した、使用者のヒップのサイズより少し大きなサ
イズのベルト２０をズボンをはくように足先から通し、腰部に斜めに掛けて装着してもよ
い。腰部に巻くためズボンやスカートの他、オーバーオール、ワンピース等、衣類に関係
なくどのような衣類を着用していても、また衣類を着用しなくても使用できる。
【００４６】
　本実施形態のベルト２０はバックルがないため、保持部材１２の位置を身体の前側や後
側、側面等自由に変えてもバックルが思わぬ位置に来ることがないため、使用者が携帯電
話機の着脱がしやすいように保持部材１２の位置を自由に調整できる。また、バックルが
ないため、裏返しても使えるようにもでき、両面が使えるリバーシブルとしてもよい。
【００４７】
　携帯電話機の着脱方法については実施形態１と同様であり説明を省略する。
【００４８】
［実施形態３］
　図７は本発明のベルトの第３の実施形態であり、図８は同ベルトの使用状態を示す説明
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図である。図７、図８に示すように本発明の第３の実施形態に係るベルト３０は、腰部に
巻いて使用するもので、全体が折り畳み式携帯電話機Ｋを吊るし掛けて保持できる帯状の
保持部材３１で構成されたものである。
【００４９】
　本実施形態のベルト３０は開閉機能を持たず、折り畳み式携帯電話機Ｋを吊るし掛けて
保持できる保持部材３１で形成した環である。使用者のヒップのサイズより少し大きなサ
イズのベルト３０を、ズボンをはくように足先から通し、腰部に斜めに掛けて使用する。
ベルト３０に携帯電話機の荷重が加わると斜めに掛かり安定するため、ベルト３０がずれ
落ちることはない。
【００５０】
　保持部材３１は折り畳み式携帯電話機Ｋの折り畳まれた表示部筐体Ｋ１と操作部筐体Ｋ
２の間に挿入および抜き取りができる薄さであり、例えば１ｍｍ以下、好ましくは０．１
～０．５ｍｍの薄さが好ましいものとして例示される。
【００５１】
　保持部材３１は可曲性を有する素材で、合成樹脂、布、繊維、皮革、紙、金属、ゴム、
シリコン等の単一または複合した素材が考えられるが、携帯電話機を保持するための強度
を有するものであり、かつ、携帯電話機を傷つけ難いものであること、さらに、装着時の
フィット感や製造に要するコストを考慮すると例えば、ナイロン（ポリアミド）繊維、ポ
リプロピレン繊維、ポリエステル繊維等の化学繊維や、テレフォンカードやプリペイドカ
ードのようなポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、塩化ビニル、ポリエチレン、ポリ
プロピレン、セルロイド等の可撓性を有する合成樹脂の他、ゴム、シリコン等の伸縮性を
有する素材とすると足先からヒップ通す時に装着がしやすく好ましい。金属等の硬質素材
の場合は、携帯電話機の表面を傷つけないように表面をゴム、布、軟質合成樹脂等で被覆
したり、起毛処理等を施したりしてもよい。
【００５２】
　本実施形態の保持部材３１の形状は帯状であるが、携帯電話機Ｋを吊るし掛けて保持で
きる形状であればよく、太さを変えたり、波型、幾何学形の他、動物や植物、またはアー
ト、文字、イラスト、キャラクター等の形あるいは柄としてもよい。色柄も特に制限され
ず、様々なバリエーションの展開が可能であるが、保持部材３１を紐状等の幅の極端に狭
いものにすると、走ったり激しい動きをした時、保持した携帯電話機Ｋの下部が跳ね上が
って保持部材を軸に回転し逆さまになり落下しやすいが、保持部材３１を本実施形態のよ
うにある程度の幅を有する帯状とすると、捩れる方向には回転しにくいため、激しい運動
をしても保持された携帯電話機Ｋが回転せず逆さまになって落下するのを防止できるので
好ましい。
【００５３】
　本実施形態の保持部材３１は、表面に印刷がしやすく、シート状の素材を型抜きする等
して製造することで様々な形に容易に成形できるので、製造に要する工程及びコストを極
めて低減でき、上記の多様なバリエーションの展開が容易で、意匠性の高い色柄、形状の
保持部材を安価に提供できる。表面に家庭用プリンタで印刷可能となる処理を施し、使用
者が好みの写真やグラフィックをプリントできるようにしてもよい。
【００５４】
　本発明のベルト３０は部品点数が極めて少なく、製造に要する工程及びコストを極めて
低減でき、ベルト３０を非常に安価に提供できる。また、社名、名前等を入れる印刷面を
広く取れるので贈答品、記念品、ＰＲ用品等にも展開できる。
【００５５】
　本発明のベルト３０は腰部に斜めに掛けた方が携帯電話機Ｋの着脱がしやすく好ましい
のでウエストにぴったりフィットするサイズである必要はないため、ベルト３０はＳ、Ｍ
、Ｌまたは６８ｃｍ、７６ｃｍ，８３ｃｍ等の数センチ刻みのサイズで製造し、使用者が
自分にあったサイズを選択する。
【００５６】
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　本実施形態のベルト３０は製造時点で環状に形成してあるが、帯状の保持部材を使用者
が自分のウエストのサイズに合わせて切断し、接着または縫合したり、結ぶようにしても
よい。帯状の保持部材の端部にバックル、スナップボタン、通常ボタン、面ファスナー、
ファスナー、凹部と凸部の嵌合等の連結手段を設け、両端を連結、長さを調節できるよう
にしてもよい。帯状体３１に鞄等のショルダーベルトに一般に使用されている長さ調節手
段を設け、長さを調整できるようにしてもよい。
【００５７】
　以上のように構成されたベルト３０の使用方法を説明すると、図８に示すようにベルト
３０をズボンをはくように足先から通し、ウエスト部に斜めに掛けて使用する。腰部に巻
くため衣類に制限されることがなく、ズボンやスカートはもちろん、オーバーオール、ワ
ンピース等どのような衣類を着用していても、また衣類を着用しなくても使用できる。
【００５８】
　ベルト３０はウエストのカーブに沿って曲がり、どのようなウエストのサイズにもフィ
ットし、また、体を動かした時のウエストの動きに合わせても曲がるので装着感に極めて
優れ、嵩張りや違和感が無く装着できる。
【００５９】
　ベルト３０は薄く突起物もなく、衣類とほぼ一体となり、ベルト３０に腕や上着が引っ
掛かったりせず、邪魔にならず、見栄えがよく、服装に合わせて付け替えられ、ファッシ
ョン性にも優れる。
【００６０】
　次に携帯電話機の着脱方法を説明すると、図８に示すように携帯電話機Ｋの表示部筐体
Ｋ１と操作部筐体Ｋ２とで保持部材３１を挟んで折り畳む、あるいは折り畳んだ筐体間に
保持部材３２を挿入すると、携帯電話機Ｋは保持部材３１を挟んだ状態で下方へ滑り、保
持部材３１が携帯電話機Ｋの回動軸Ｋ３に掛かり、携帯電話機Ｋは保持部材３１に吊るし
止められる。携帯電話機Ｋを少し開いた状態にし、操作部筐体Ｋ２で保持部材３１を引っ
掛けて身体から離れる方向に動かして、保持部材３１を挟んで閉じると片手で素早く極め
て簡単に吊るし掛けて保持できる。
【００６１】
　ベルト３０は全体が保持部材３１で構成されているため、携帯電話機を吊るし掛ける位
置が限定されず、ベルト３０のどの場所にも携帯電話機Ｋを保持することができる。さら
に、二つ以上の携帯電話機を保持することも可能である。
【００６２】
　携帯電話機Ｋを保持部材３１に掛けると携帯電話機Ｋの荷重でベルト３０は腰部に斜め
に掛かりベルト３０はずれ落ちることがなくより安定する。ベルト３０は腰部に巻かれて
いるので、携帯電話機Ｋの荷重は下方向の他、ベルト３０の腰部を締める力に分散され、
荷重が一部分に集中しないため、携帯電話機の重量感をあまり感じることなく保持できる
。さらに、上述のベルト３０の腰部を締める力により携帯電話機Ｋは常に身体に引き付け
られ、ぶらぶら動くことがなく安定して保持できる。
【００６３】
　ベルト３０は腰部に緩めに巻かれているため、保持部材３１が固定されていないので、
保持部材３１を自由に動かせるため携帯電話機Ｋの着脱がしやすく、また、着座等の体位
の変動や歩行等の運動によって動く携帯電話機Ｋと一緒にベルト３０が動き、携帯電話機
Ｋの動きを規制しないので携帯電話機Ｋが落下しにくい。
【００６４】
　折り畳んだ携帯電話機の筐体間を利用して吊るし止めるので、折り畳み式携帯電話機で
あればどのような形状、厚さの機種でも保持できる。また、携帯電話機Ｋは露出した状態
で保持されるので携帯電話機Ｋの厚さ以上の突起物がなく、嵩張らず、軽快感があり、携
帯電話機Ｋの背面の表示部も見え、着信音も聞こえやすい。
【００６５】
　携帯電話機Ｋを使用する時は携帯電話機Ｋを閉じたまま上方へ引き抜くと、携帯電話機
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Ｋを吊るし止めていた保持部材３１が表示部筐体Ｋ１と操作部筐体Ｋ２の間を滑り抜け、
携帯電話機Ｋは瞬時にベルト３０から取り外せて使用可能となる。
【００６６】
　携帯電話機Ｋは露出した状態で身体に沿って吊るし下げられているので身体と携帯電話
機Ｋの間に上方から指を入れ、身体から離すように動かすことで、携帯電話機Ｋを上方か
らつまみやすい。また、引き抜く方向も上方はもちろん、斜め方向にも引き抜け、引き抜
く方向も限定されない。
【００６７】
［実施形態４］
　図９は本発明の第４の実施形態に係るベルトを裏側から見た斜視図であり、図１０は同
ベルトの使用状態を示す説明図である。
【００６８】
　図９、図１０に示すように本発明の第４の実施形態に係るベルト４０は、腰部に巻いて
使用するもので、ベルトを構成する環の折り畳み式携帯電話機の幅より大きい長さの部分
が、折り畳み式携帯電話機を吊るし掛けて保持する保持部材４２で構成されている。
【００６９】
　ベルト４０は、既存のベルト４１と、折り畳み式携帯電話機を吊るし掛けて保持する保
持部材４２と、既存のベルト４１と保持部材４２とを連結する連結具４４とからなり、既
存のベルト４１を任意の位置で切断し、切断された既存のベルト４１の端部に連結具４４
を取り付け、連結具４４を保持部材４２の両端に連結し、既存のベルト４１のバックルを
連結して腰部に巻いて装着できるような環を形成する。
【００７０】
　保持部材４２は実施形態１と同様のものとすることができ、その説明は省略するが、本
実施形態では両端に連結孔４３を有する帯状の薄板とした。また、保持部材４２の両端は
連結時に回動するため、連結具４４と干渉しないよう連結孔４３と同心円弧形に形成され
ており、連結孔４３には携帯電話機の荷重がかかるためハトメで補強されている。
【００７１】
　連結具４４は、ベルトの端部に取り付け、取り外しが可能で、連結具本体４５と、連結
具本体４５に回動軸支された裏蓋４６とからなり、裏蓋４６に鋸歯状の爪部４７を突設し
、裏蓋４６を開き、ベルトの端部を連結具本体４５と裏蓋４６との間に挿入し、裏蓋４６
を閉じて裏蓋４６の爪部４７でベルトの端部を押圧固定する。
【００７２】
　連結具４４のベルトの端部が固定される反対側には保持部材４２を連結するための円柱
状の突起４８が設けられており、裏蓋には突起４８と嵌合するような孔４９が設けられて
おり、裏蓋を閉じる時にこの突起４８を保持部材４２の連結孔４３に挿通し、保持部材４
２と連結具４４とを突起４８を回動軸として回動可能に連結する。保持部材４２は取り外
して交換でき、付け替えが可能である。
【００７３】
　本実施形態の連結具４４は上記のような構成としたが、これに限定されることはなく、
使用者がベルトの端部に簡単に取り付け、取り外しができるものであればよい。
【００７４】
　連結具４４と保持部材４２の連結も、例えば連結環、スナップボタン、通常ボタン、面
ファスナー、鎖、紐状材、帯状材、ナス環、カラビナ、ねじ留め、リベット、回動軸等、
他の連結手段であってもよいが、保持部材４２と連結具４４とを連結環、鎖等で自在に動
くように連結したり、保持部材４２を紐状とすると、走ったり激しい動きをした時、保持
した携帯電話機Ｋの下部が跳ね上がって保持部材を軸に回転し逆さまになり落下しやすい
が、保持部材４２を本実施形態のように薄板状とし、連結具４４、保持部材４２の面に垂
直な回動軸で連結すると、保持部材４２の面は連結具４４の面と平行に回動するのみで、
捩れる方向には回転しないため、激しい運動をしても保持された携帯電話機Ｋが回転せず
逆さまになって落下するのを防止できるので好ましい。
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【００７５】
　このように構成すると手持ち、または市販されているベルトを任意の位置で切断し、連
結具４４を取り付けることができるため、自分の気に入ったベルトに携帯電話機を保持す
ることができる。ベルトは様々な太さがあるので、連結具４４も数種類のサイズを用意す
ることが好ましい。
【００７６】
　連結具４４と保持部材４２が取り付けられるので既存のベルト４１は長くなるので、使
用者のウエストに合うように、また、保持部材４２に携帯電話機を着脱しやすいように長
さを調節できる。また、本実施形態ではバックルを正面にしてベルト４０を装着時、保持
部材４２が身体の右後部に位置するようにしたが、既存のベルト４１の切断位置を調節す
ることで、保持部材４２が前面側、左側等、自分の好みの位置にくるようすることができ
る。
【００７７】
　連結具４４を取り付けるのは既存のベルト４１には限らず、例えば一本の帯状体の両端
に連結具４４を取り付け、保持部材４２の両端に連結具４４を連結し、腰部に巻いて装着
できるような環を形成し、連結具４４と保持部材４２の連結により連結、開放するベルト
としてもよい。この場合は、保持部材４２と連結具４４との連結を図４に示すようなスナ
ップボタン、図５に示すような開閉機構を有するフック、通常ボタン、ナス環、カラビナ
等の連結手段とすると、連結、開放がしやすく好ましい。
【００７８】
　本実施形態では既存のベルト４１を切断して連結具４４を取り付けているが、もちろん
保持具４４があらかじめ取り付けられたベルトを提供してもよい。連結具４４はベルトの
端部に簡単に取り付け、取り外しができるので、使用者はベルトを切断することで自分の
好みに合うようにベルトの長さを調整できる。
【００７９】
　本実施形態のベルト４０の使用方法を説明すると、図１０に示すようにベルト４０を腰
部に巻いてバックルで連結し、環状にして装着する。腰周りに緩く斜めに巻くと携帯電話
機Ｋの着脱がしやすく好ましい。ベルト通しのあるズボンやスカートでは１つまたは複数
のベルト通しに通してもよい。腰部に巻くため衣類に制限されることがなく、ズボンやス
カートはもちろん、オーバーオール、ワンピース等どのような衣類を着用していても、ま
た衣類を着用しなくても使用できる。
【００８０】
　ベルト４０はウエストのカーブに沿って曲がり、身体にフィットし、また、体を動かし
た時のウエストの動きに合わせても曲がるので装着感に極めて優れ、嵩張りや違和感が無
く装着できる。
【００８１】
　ベルト４０は薄く突起物もなく、衣類とほぼ一体となり、ベルト４０に腕や上着が引っ
掛かったりせず、邪魔にならず、見栄えがよく、服装に合わせて付け替えられ、ファッシ
ョン性にも優れる。
【００８２】
　次に携帯電話機の着脱方法を説明すると、図１０に示すように携帯電話機Ｋの表示部筐
体Ｋ１と操作部筐体Ｋ２とで保持部材３１を挟んで折り畳む、あるいは折り畳んだ筐体間
に保持部材４２を挿入すると、携帯電話機Ｋは保持部材４２を挟んだ状態で下方へ滑り、
保持部材４２が携帯電話機Ｋの回動軸Ｋ３に掛かり、携帯電話機Ｋは保持部材４２に吊る
し止められる。携帯電話機Ｋを少し開いた状態にし、操作部筐体Ｋ２で保持部材４２を引
っ掛けて身体から離れる方向に動かして保持部材４２を挟んで閉じると片手で素早く極め
て簡単に吊るし掛けて保持できる。
【００８３】
　携帯電話機Ｋを保持部材４２に掛けると携帯電話機Ｋの荷重でベルト４０は腰部に斜め
に掛かりベルト４０はずれ落ちることがなくより安定する。ベルト４０は腰部に巻かれて
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いるので、携帯電話機Ｋの荷重は下方向の他、ベルト４０の腰部を締める力に分散され、
荷重が一部分に集中しないため、携帯電話機の重量感をあまり感じることなく保持できる
。さらに、上述のベルト４０の腰部を締める力により携帯電話機Ｋは常に身体に引き付け
られ、ぶらぶら動くことがなく安定して保持できる。
【００８４】
　保持部材４２と連結具４４は回動可能に連結されており、さらにベルト４０は腰部に緩
めに巻かれているため、保持部材４２が固定されていないので、保持部材４２を自由に動
かせるため携帯電話機Ｋの着脱がしやすく、また、着座等の体位の変動や歩行等の運動に
よって動く携帯電話機Ｋと一緒に保持部材４２が動き、携帯電話機Ｋの動きを規制しない
ので携帯電話機Ｋが落下しにくい。
【００８５】
　折り畳んだ携帯電話機の筐体間を利用して吊るし止めるので、折り畳み式携帯電話機で
あればどのような形状、厚さの機種でも保持できる。また、携帯電話機Ｋは露出した状態
で保持されるので携帯電話機Ｋの厚さ以上の突起物がなく、嵩張らず、軽快感があり、携
帯電話機Ｋの背面の表示部も見え、着信音も聞こえやすい。
【００８６】
　携帯電話機Ｋを使用する時は携帯電話機Ｋを閉じたまま上方へ引き抜くと、携帯電話機
Ｋを吊るし止めていた保持部材４２が表示部筐体Ｋ１と操作部筐体Ｋ２の間を滑り抜け、
携帯電話機Ｋは瞬時にベルト４０から取り外せて使用可能となる。
【００８７】
　携帯電話機Ｋは露出した状態で身体に沿って吊るし下げられているので身体と携帯電話
機Ｋの間に上方から指を入れ、身体から離すように動かすことで、携帯電話機Ｋを上方か
らつまみやすい。また、引き抜く方向も上方はもちろん、斜め方向にも引き抜け、引き抜
く方向も限定されない。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明のベルトは意匠の自由度が高く、様々な色柄、形状のバリエーション展開が容易
であり、意匠性の高い色柄、形状のバリエーションを服装に合わせて付け替えることで、
携帯電話機を保持する新しいファッションとして認知される可能性がある。
【００８９】
　本発明のベルトは腰部に巻いて装着するので比較的大きな荷重に耐えうるので、携帯電
話機の他にも、二つに折り畳み可能で筐体間に隙間のある物品、例えば小型コンピュータ
、ＰＤＡ等の携帯情報端末機、ＣＤ、ＭＤ、メモリープレーヤー等の携帯音楽プレーヤー
、さらには文具、工具、眼鏡、財布、小物入れ、小型鞄等も保持できるものとして応用展
開が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】実施形態１に係るベルトの斜視図。
【図２】実施形態１に係るベルトの分解斜視図。
【図３】実施形態１に係るベルトの使用状態を示す説明図。
【図４】実施形態１に係るベルトの別の保持部材を示す斜視図。
【図５】実施形態１に係るベルトの別の連結手段を示す斜視図。
【図６】実施形態２に係るベルトの斜視図。
【図７】実施形態３に係るベルトの斜視図。
【図８】実施形態３に係るベルトの使用状態を示す説明図。
【図９】実施形態４に係るベルトを裏側から見た斜視図。
【図１０】実施形態４に係るベルトの使用状態を示す説明図。
【符号の説明】
【００９１】
　　　１０、２０、３０、４０　ベルト
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　　　１１ａ、１１ｂ、２１　帯状体
　　　１２，１２ｂ、３１、４２　保持部材
　　　１３　バックル
　　　１４，４３　連結孔
　　　１５　スナップボタン
　　　１６　フック
　　　４１　既存のベルト
　　　４４　連結具
　　　４５　連結具本体
　　　４６　裏蓋
　　　４７　爪部
　　　４８　突起
　　　４９　孔
　　　Ｋ　携帯電話機
　　　Ｋ１　表示部筐体
　　　Ｋ２　操作部筐体
　　　Ｋ３　回動軸
　　　



(14) JP 5214948 B2 2013.6.19

【図１】

【図２】



(15) JP 5214948 B2 2013.6.19

【図３】



(16) JP 5214948 B2 2013.6.19

【図４】

【図５】



(17) JP 5214948 B2 2013.6.19

【図６】



(18) JP 5214948 B2 2013.6.19

【図７】



(19) JP 5214948 B2 2013.6.19

【図８】



(20) JP 5214948 B2 2013.6.19

【図９】



(21) JP 5214948 B2 2013.6.19

【図１０】



(22) JP 5214948 B2 2013.6.19

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００２－０８４３５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１３５１３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              登録実用新案第３０９９６７１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭４８－０３９１９２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００６－０５２４８４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４１Ｆ　　　９／００　　　　
              Ａ４５Ｃ　　１３／００，１３／３０
              Ｈ０４Ｍ　　　１／１２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

